
　

案件

第１５号

第１６号

行政情報の公開請求

日野市公民館運営審議会　第30期委員の選任について

第33期日野市文化財保護審議会委員の委嘱について

第８号

令和６年(２０２４年)６月１２日(水)   午後２時

開催場所

５０６会議室

教育委員　各位

 

令 和 ６ 年 ( ２ ０ ２ ４ 年 ) ６ 月 ６ 日

日 教 庶 第 １ ８ １ 号

日野市教育委員会

　   教育長　堀川　拓郎

開催日時

令和６年度第３回教育委員会定例会の開催について

　日野市教育委員会告示第３号により、下記のとおり令和６年度第３回教育委員会定
例会を開催します。定刻までに御参集ください。

第１３号

第１４号

滝合小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について

東光寺小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について

「全国の教育関係者から高く評価されている、児童一人一人を大切
にする奈良教育大附属小の教育実践に、文部官僚等が不当介入した
事案」を"他山の石"とし、本市の教育政策の参考にするよう求める
等の請願

第6-3号

議案

請願

報告事項



　

 



ページ番号

議案第１３号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和６年６月１２日  提出

滝合小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について

日野市学校運営協議会規則（平成２９年教育委員会規則第７号）第８条の規定
に基づく委員の任命について、教育委員会に諮る時間的余裕がありませんでし
た。そのため教育長専決により任命を行いましたので、報告し承認を求めるも
のです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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 日野市立滝合小学校学校運営協議会委員 

<<日野市立滝合小学校学校運営協議会委員 任命者>> 

番号 氏  名 住  所 備 考 期数 

１ 橋 口
はしぐち

 陽
よう

二郎
じろう

  
ＰＴＡ会長 

（保護者） 
１ 

 

任 期： 自 令和 ６年（２０２４年）６月 １日 

至 令和 ８年（２０２６年）３月３１日 

 

 

 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を有

する。 

 

(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第８条第３項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 
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ページ番号

議案第１４号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和６年６月１２日  提出

東光寺小学校学校運営協議会委員の任命の専決処分について

日野市学校運営協議会規則（平成２９年教育委員会規則第７号）第８条の規定
に基づく委員の任命について、教育委員会に諮る時間的余裕がありませんでし
た。そのため教育長専決により任命を行いましたので、報告し承認を求めるも
のです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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 日野市立東光寺小学校学校運営協議会委員 

<<日野市立東光寺小学校学校運営協議会委員 解任者>> 

番

号 
氏  名 住  所 解任理由 期数 

１ 長田
おさだ

 綾乃
あやの

  
ＰＴＡ会長 

（保護者） 
１ 

解任日：令和 ６年（２０２４年）５月３１日 

 

<<日野市立東光寺小学校学校運営協議会委員 任命者>> 

番

号 
氏  名 住  所 備 考 期数 

１ 山名
やまな

 訓
さとし

  
ＰＴＡ会長 

（保護者） 
１ 

任 期： 自 令和 ６年（２０２４年）６月 １日 

至 令和 ７年（２０２５年）３月３１日 

 

 

 

《関係法令》 

日野市学校運営協議会規則 

(委員の任命) 

第 8条 協議会の委員は、20人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長、副校長及び教職員 

(5) 学識経験者 

(6) 関係行政機関の職員 

(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの 

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長か

ら意見を聴取するものとする。 

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、教育委員会は新たな委員を任命する。 

4 委員は、地方公務員法(昭和 25年法律第 261号)第 3条第 3項に規定する非常勤の特別職の身分を

有する。 

 

(任期) 

第 10条 委員の任期は任命のあった日からその任期開始の日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任を妨げない。 

2 第８条第３項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残存期間とする。 
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ページ番号

議案第１５号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和６年６月１２日  提出

日野市公民館運営審議会　第30期委員の選任について

第29期日野市公民館運営審議会委員の任期が令和6年6月30日をもって終了する
ため、日野市公民館設置条例（昭和40年6月20日条例第11号）第6条の規定に基
づき、委嘱するものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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第３０期日野市公民館運営審議会委員名簿  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任期 自 令和 6 年 7 月 1 日 

                                             至 令和 8 年 6 月 30 日  

≪関係法令≫  

○社会教育法(昭和２４年法律第２０７号) 

（公民館運営審議会委員） 

第２９条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

２ 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものと 

する。 

第３０条 市町村の設置する公民館にあっては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会が委嘱する。 

２ 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項 

は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める 

基準を参酌するものとする。 

<日野市公民館設置条例>   

（委員の委嘱及び定数） 

第６条 公民館運営審議会委員（以下「委員」という。）は、教育委員会が委嘱する。 

２ 委員の定数は、10 人以内とし、次に掲げる者で構成する。 

(1) 学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者 ８人以内 

(2) 公募による市民 ２人以内 

  氏 名 住所 備 考 期 

1 今尾 恵介  地図研究家（学識経験

者） 

5 

2 須崎 奈緒美  公民館利用者代表 

（社会教育の関係者） 

5 

3 丹間 康仁  筑波大学 准教授 

（学識経験者） 

4 

4 斉野 美紀  公民館利用者代表 

（社会教育の関係者） 

3 

5 諸星 智子  公民館利用者代表 

（社会教育の関係者） 

3 

6 生島 美和  帝京大学 准教授 

（学識経験者） 

2 

7 木戸場 美和  公募による市民 2 

8 中野 純平  公募による市民 2 

9 伊野 直美  第一中地区青少年育成

会（家庭教育の向上に

資する活動を行う者） 

新 

10 小川 真由美  日野市公立小学校校長

会代表（学校教育の関

係者） 

                                                                            

新 
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ページ番号

議案第１６号

日野市教育委員会

上記議案を提出する。

令和６年６月１２日  提出

第33期日野市文化財保護審議会委員の委嘱について

令和６年7月6日をもって第３２期日野市文化財保護審議会委員の任期が満了と
なるため、日野市文化財保護条例（昭和57年条例第28号）第41条の規定に基づ
き、委嘱をするものです。

教育長　堀川　拓郎

《提案理由》
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【第33期日野市文化財保護審議会委員候補】 

 

                                 （敬称略） 

任期 自 令和６年７月７日 

至 令和８年７月６日 

番

号 
氏  名 住  所 備   考 専門分野 期 

１ 内野 秀重  
東京都立大学牧野

標本館特任研究員 
自然 3期 

２ 加藤 幸治  
武蔵野美術大学教

授 

民具学・民

俗学 
3期 

３ 山口 英男  
元東京大学史料編

纂所教授 
歴史学 3期 

４ 青木  敬  國學院大學教授 考古学 2期 

５ 多田 仁一  
中央大学人文科学

研究所客員研究員 

歴史学・古

文書 
2期 

６ 佐々木守俊  
清泉女子大学文学

部教授 
仏教美術 2期 

７ 植木 岳雪  
帝京科学大学教育

人間科学部教授 
地形学 新任 

８ 酒井  哲  
建築設計事務所

TownFactory 
建築 新任 
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【参 考 法 令】 

文化財保護法 

（地方文化財保護審議会） 

第 190 条 都道府県及び市町村（いずれも特定地方公共団体であるものを除く。）の教育委員会

に、条例の定めるところにより、文化財に関して優れた識見を有する者により構成される地方

文化財保護審議会を置くことができる。 

２ 特定地方公共団体に、条例の定めるところにより、地方文化財保護審議会を置くものとす

る。 

３ 地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、文化財の保

存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して当該都道府県

又は市町村の教育委員会に建議する。 

４ 地方文化財保護審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。 

 

日野市文化財保護条例 

(設置) 

第37条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、教育委員会に、日

野市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第38条 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項を調

査審議し、並びにこれらの事項について教育委員会に建議する。 

(審議会への諮問) 

第 39 条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ審議会に諮問しなければなら

ない。 

(1) 市指定有形文化財の指定及びその指定の解除 

(2) 市指定無形文化財の指定及びその指定の解除 

(3) 市指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除 

(4) 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除 

(5) 市指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除 

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項 

（組織） 

第 40 条 審議会は、委員 10 人以内で組織する。 

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。 

(委員の選任) 

第 41 条 委員及び臨時委員は、文化財に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから教育委員

会が委嘱する。 

(委員の任期) 

第 42 条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

2 臨時委員は、当該特別の事項の調査審議が終ったとき退任するものとする。 
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請願審査 

 

請 願 

番 号 
請願第６－３号 

受 付 

年月日 
令和６年５月１４日 

件 名 

「全国の教育関係者から高く評価されている、児童一人一人を大切にする奈

良教育大附属小の教育実践に、文部官僚等が不当介入した事案」を"他山の石

"とし、本市の教育政策の参考にするよう求める等の請願 

請願者 

住 所 

氏 名 
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ページ番号

報告事項第８号

日野市教育委員会

このことについて、次のとおり報告する。

令和６年６月１２日  提出

行政情報の公開請求

教育長　堀川　拓郎
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行政情報の公開請求 

 

 請求日 決定日 請求件名 決定内容 

１ ５月１４日 ５月２８日 

①2024 年度の市立小中の道徳授

業地区公開講座の日時、各学年

又は学級の指導内容（内容項目、

教材名）、協議会のテーマ講師名

（未定の場合は「未定」として

頂いて構いません。） 

②市立小中の道徳と社会研究指

定校（文科省・都教委・市教委）

の具体的内容の分かる文書 

全部公開及び 

不存在 

 

- 16 -


